
山形県教員資質向上協議会の運営組織について 
山形県教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 山形県教員資質向上協議会 

 ◯教育公務員特例法第 22条の５により、任命権者（県教育委員

会）と大学等で組織する協議会。指標の策定に関する協議並

びに指標に基づく教員等の資質向上に関する必要な事項につ

いて協議。 

※ 事務局会議 
 ◯各ワーキンググループの構成員となっている県教育委員会事

務局メンバー及び県教育庁総務課企画調整担当で構成。各ワ
ーキンググループの検討状況等の情報共有及び方向性の整理
を担当。 

 

２ ワーキンググループ 
 ◯協議会に、個別の課題について調査・検討を行う以下の４つ

のワーキンググループ設置。大学及び各学校の代表及び県教
育委員会事務局メンバーとで構成。 

  
Ａ：「志願」ワーキンググループ 
  【課題：教員志願者の増加】 
  ・高校生に対する教職の魅力発信、教職課程認定大学への進学率

向上策 等 

Ｂ：「養成」ワーキンググループ 

 【課題：教員養成課程の再構築】 

  ・実践力・対応力を備えた教員を養成するカリキュラム構築 等 

Ｃ：「採用」ワーキンググループ 
【課題：指標の趣旨を踏まえた教員選考】 

  ・実践力・対応力を持ち、本県の特色を活かす教員の選考方策 
検討 等 

Ｄ：「研修」ワーキンググループ 

【課題：指標案及び指標に基づく研修計画作成】 

  ・教員のキャリアステージに応じた資質向上の目安となる指標案

作成と効果的・効率的な研修計画作成 等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県教員資質向上協議会 運営組織図 

山形県教員資質向上協議会 

山形県ＰＴＡ連合会 

（母親委員会） 
山形県工業会 

山形県教育委員会 

（任命権者） 
山形県教育委員会教育長 代表 市町村教育委員会 

山形県市町村教育委員会 

協議会教育長会 
代表 

山形県内 

教職課程認定大学 

（７大学） 

・山形大学 

・東北芸術工科大学 

・東北公益文科大学 

・山形県立米沢女子短期 

大学・米沢栄養大学 

・東北文教大学 

・羽陽学園短期大学 

全て 

産業界 代表 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校 

・山形県連合小学校長会 

・山形県中学校長会 

・山形県高等学校長会 

・山形県特別支援学校長会 

代表 

資質の向上に関する指標 

協議を踏まえ任命権者が策定 

文部科学省 

指針 
参 酌 

独立行政法人 

教職員支援機構 助言・情報提供 

  支 援 要 請 

協 
 
 
 

議 

児童生徒の保護者 代表 

ワーキンググループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事務局会議 

各ワーキンググループの構成員の県教育委員会事務局メンバー 

及び教育庁総務課企画調整担当 

Ａ：「志願」 

ワーキング 

グループ 

 

教員志願者の増加 

Ｃ：「採用」 

ワーキング 

グループ 

 
指標を踏まえた 

教員選考 

Ｄ：「研修」 

ワーキング 

グループ 

 
指標案及び指標に基

づく研修計画作成 

Ｂ：「養成」 

ワーキング 

グループ 

 

養成課程の再構築 

資料２ 


